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ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会（第11回） 

１．日時：令和３年４月23日（金）１７：００～１９：００ 

２．開催形式：ＷＥＢ会議 

３．出席者： 

＜構成員＞ 

大橋座長、相田座長代理、大谷構成員、岡田構成員、長田構成員、林構成員、藤井構

成員、三友構成員 

＜オブザーバ＞ 

全国知事会、全国市長会、全国町村会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社

団法人電気通信事業者協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会、一

般社団法人日本ケーブルテレビ連盟、日本電信電話株式会社、KDDI株式会社、ソフト

バンク株式会社、株式会社オプテージ 

＜総務省＞ 

竹内総合通信基盤局長、今川電気通信事業部長、大村事業政策課長、川野料金サービ

ス課長、梅村データ通信課長、大内料金サービス課企画官、西浦事業政策課ブロード

バンド整備推進室長、香月事業政策課調査官、甚田事業政策課課長補佐、中川事業政

策課課長補佐、西室電気通信技術システム課課長補佐 

 

【大橋座長】  それでは皆様、大変お忙しいところ、本日も御参加いただきましてあり

がとうございます。定刻ですので、ただいまからブロードバンド基盤の在り方に関する研

究会第11回を開催いたします。本日の会議は、新型コロナウイルス感染症対策のため、ウ

ェブ会議による開催ということでございます。 

 まず事務局から、ウェブ会議システム、配付資料の関係で留意事項についてお願いいた

します。 

【甚田事業政策課課長補佐】  事務局でございます。本日は、御発言に当たっては、お

名前を冒頭に言及いただきますようお願いいたします。また、ハウリングや雑音混入防止

のため、発言時以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。チャ

ット機能もございますので、そちらも御活用いただければと思います。ウェブ会議への接

続が切れた場合などは、大変お手数ですが、ＵＲＬに再度ログインし直していただければ

と思います。 
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 本日は、事務局資料として資料11－１、各ヒアリング先団体様のプレゼンテーション資

料として資料11－２から資料11－７をお配りしております。なお、本日の資料には、構成

員限りの機微な情報も含まれているため、構成員限りの情報については、あらかじめお送

りしております資料を御覧ください。また、御発言いただく際には、当該情報の内容には

具体的には触れていただきませんようお願いいたします。以上でございます。 

【大橋座長】  ありがとうございます。それでは、本日の議事に入りたいと思います。

本日は事業者等ヒアリングということで、６つの団体の皆様方からブロードバンドの品質

基準などについてプレゼンをいただいて、その後、質疑及び意見交換ということにさせて

いただきたいと思います。 

 まずは事務局から、ヒアリング事項についての説明をお願いいたします。 

【香月事業政策課調査官】  事務局の事業政策課の香月です。よろしくお願いします。 

 資料11－１を御覧いただきたいと思います。「ブロードバンドの品質基準に関する事業

者等ヒアリングについて」でございます。 

 ２ページでございますが、これまでの本研究会の議論を踏まえまして、ブロードバンド

サービスを展開している事業者等から、サービス品質、技術基準の内容などについて、以

下の点を中心に御説明をいただきたいと思っております。 

 １ポツ目、ヒアリング対象事業者等でございます。日本電信電話株式会社、ＫＤＤＩ株

式会社、ソフトバンク株式会社、株式会社オプテージ、一般社団法人日本ケーブルテレビ

連盟、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会からプレゼンテーションをいた

だくことにしております。 

 ヒアリング事項としましては、ブロードバンドサービスの速度、ブロードバンドサービ

スの品質基準、帯域保証サービスの利用状況、交付金負担金の算定において考慮すべき事

項などでございます。以上でございます。 

【大橋座長】  ありがとうございます。それでは続きまして、各団体の皆様方からヒア

リングを行いたいと思います。時間についてですけれども、大変恐縮ですけれども、各団

体最大10分ということでお願いをしているところでございます。それではまず、日本電信

電話株式会社より御説明をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【日本電信電話】  私から説明させていただきます。いただいた質問に順次お答えする

形で対応させていただければと思います。 

 まず我々の業務エリアで技術的に10Ｍｂｐｓ、30Ｍｂｐｓに満たないエリアがあるかと
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いう話ですが、有線と無線、ＮＴＴ東西とＮＴＴドコモで分けて御説明します。まず有線

については、10Ｍｂｐｓ、30Ｍｂｐｓに満たないサービス提供エリアはございません。Ｎ

ＴＴドコモにつきましては、10Ｍｂｐｓ、30Ｍｂｐｓに満たないサービスエリアが現に存

在します。具体的には３Ｇのエリアで、３Ｇエリアの一部は14Ｍｂｐｓのエリアもあるの

ですが、7.2Ｍｂｐｓしか対応していないエリアがございまして、提供済みの全エリアのメ

ッシュのうちの３％未満のエリアでそういったエリアがございます。ただ、３Ｇについて

は、既に報道発表していますが、2026年には提供終了するということになっておりますの

で、いずれはこういうサービスのエリアはなくなるということです。 

 一方、エントランス回線が衛星回線になっているエリアで、エントランスで使っている

衛星回線の速度によって、10Ｍｂｐｓないし30Ｍｂｐｓを切るものがあります。その基地

局の数というものは、この資料に書いてあるとおりの数でございます。構成員限りの資料

ということですので、数字の具体的なところは割愛させていただきますが、限られた数値

ということになっております。 

 ２ページを御覧ください。10Ｍｂｐｓを超えているブロードバンドサービスを選択でき

るにもかかわらず、10Ｍｂｐｓに満たないサービスを利用している割合がどの程度かとい

うことでございます。有線については、先ほど申し上げたとおり、そういったサービスは

ございません。無線については、３Ｇの契約者が1,600万いらっしゃって、主に通話やメー

ルを利用されているということが想定されます。 

 ３ページを御覧ください。提供しているブロードバンドサービスの名目速度に対して、

実効速度はどの程度になっているかということです。既にガイドラインに基づいて測定方

法等が決まっている無線と違いまして、有線については特に手法が確立されていないわけ

ですが、今日は我々が「固定ブロードバンドサービスの品質測定手法の確立に関するサブ

ワーキンググループ」に提示した測定結果をお持ちしております。 

 1,000人余りのモニターの方々を募って、その方々の端末にソフトウェア、アプリを落と

していただいて、そのアプリによって自動的にその1,000人の方々の家から計測するとい

うことをしております。宅内は有線接続、Ｗｉｎｄｏｗｓ１０利用を前提に対応しており

まして、25％未満と75％超に分布されるユーザをカットした中央値に近いユーザのデータ

を見ると、ここに記載しているサンプル調査速度という形になります。 

 より具体的には、次の４ページ、構成員限りの資料になっていて恐縮ですけれども、1,000

人のユーザにおいて、繰り返し自動調査をかけたデータがここに出ています。100Ｍｂｐｓ
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のところが右側の絵にありますが、山になっています。マンション向けのＶＤＳＬを含め

て、100Ｍｂｐｓが頭打ちになっているサービスをご利用のユーザが、まだかなり存在され

ていますので、この100Ｍｂｐｓで頭打ちになっているユーザがある程度測定されている

ということでございます。50Ｍｂｐｓまでのところをさらに分解したのが左の図でござい

ます。この中でさらに10Ｍｂｐｓを下回るお客様というのが、全体でこれぐらいの割合が

あるということでございます。 

 無線につきましては、総務省ガイドラインに基づき全国1,500か所で測定した結果、Ａｎ

ｄｒｏｉｄとｉＯＳそれぞれこういった実効速度が出ているということです。 

 いずれにしましても、あくまでもサンプルで計測しているので、絶対的なデータという

ことではありませんが、お客様のサンプリングデータに基づいて計測しているものが有線

のほうになります。無線はＮＴＴドコモで測定したデータということになります。 

 参考までに、５ページに、これも「固定ブロードバンドサービスの品質測定手法の確立

に関するサブワーキンググループ」に提示させていただいた資料ですが、先ほどのＮＴＴ

東西のデータとは違うデータではありますが、ＮＴＴ西日本とＮＴＴ東日本の速度測定サ

イトでユーザが実際に測定されたデータをプロットしています。御覧いただいて分かるよ

うに、有線接続と宅内でＷｉ－Ｆｉを使っている場合とでは、スループットにかなりの差

が出ているということでございます。 

 ６ページは割愛させていただきます。 

 ７ページでございます。遅延時間、パケット損失、ゆらぎなどの品質基準をブロードバ

ンドに設けることについてということです。ベストエフォートは、複数のユーザで最大帯

域を共用するサービスで、それによって低廉な料金を実現するものなので、スループット

の保証はしていません。ユーザの利用環境、先ほどのＷｉ－Ｆｉ等かどうか、あるいは契

約内容、どのＩＳＰを使っているか、どの接続方式か、あるいは接続先までの通信経路、

接続先のサーバーの応答時間などによって品質は変わってくるということでございます。 

 そのため、ユーザがエンド・エンドで安定した通信品質を享受するためには、宅内の環

境整備から、通信から上位レイヤに関わる様々なプレイヤーがみんなで協力していかない

と良いものにはなっていかないということです。ユーザの利用環境の向上という観点では、

既にＣＯＮＥＣＴなど様々なプレイヤーが参画する場で議論が行われていますが、そうし

た議論が有用なのではないかということです。品質基準という観点について、今申し上げ

たような様々な環境によってデータが変わってくることを考えると、基準を定めることは



 -5- 

容易でないと考えます。仮に品質基準を作る場合であっても、事業者に過度な負担になら

ないよう慎重な検討が必要ではないかと考えております。 

 ８ページでございます。予備機器等、電話と同じような様々な技術基準を課すことにつ

いてどう考えるかということでございます。現在、有線ブロードバンドも無線ブロードバ

ンドも、フレッツあるいは携帯も含めて、電話サービスと設備を共用しているので、現在

課せられている基準には基本的に対応できているということでございます。 

 ９ページでございます。ベストエフォートでない帯域利用型のサービスの利用実態とい

うことで、代表的なサービスとしてイーサネットサービスを御紹介させていただきます。

イーサネットは、本社・拠点間の企業内ＷＡＮ、データセンタ向けの接続の集約回線とし

て、安定的な品質を必要とする機関・企業等で使われています。契約数についてはこちら

に記載しているとおりでございますが、下のイーサネットの利用例について、これは全部

イーサネットであるような絵で示していますけれども、多くのお客様は、重要拠点はイー

サネットで接続するが、地方の張り出し拠点はフレッツ等のベストエフォート回線を用い

る、あるいはバックアップはモバイルを用いるといった形で、いろいろな拠点ごとのニー

ズや必要となるデータ容量に合わせて使い分けされているというのが現在の実態であると

思っております。 

 10ページに行きます。10ページは、ブロードバンド事業の収益に基づいて負担金算定を

行うこととした場合に、ブロードバンド事業の収益のみを切り出すことができますかとい

う御質問でございます。指定電気通信事業者には会計整理義務が課されており、第一種指

定電気通信事業者であればＦＴＴＨアクセスサービスの収益、第二種指定電気通信事業者

であればデータ伝送の収益をそれぞれ公表することが求められていますので、この会計規

則に則った形であれば、ＮＴＴ東西、ＮＴＴドコモの３社であれば、特段課題はないと思

います。ただ、これ以外の事業者が同じようにできるかというには、いろいろ課題がある

のかもしれません。 

 11ページを御覧ください。ブロードバンドの契約数が、回線数と連動していない場合が

ありますかということです。幾つか例を挙げています。まず固定ですけれども、マンショ

ンのインターネット事業者という方が世の中にはいらっしゃいまして、ＮＴＴのフレッツ

回線を契約され、マンションに装置を置いて分配されている場合がありますので、ＮＴＴ

東西から見ると１の契約ですが、実際のエンドユーザはそのマンションの世帯数だけいら

っしゃるといったようなケースが想定されます。 
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 同様にＮＴＴドコモの場合だと、Ｗｉ－Ｆｉルーターを複数の利用者で共用するような

使い方をされているケースがあります。そのような場合も、ＮＴＴドコモから見ると１契

約ですが、間に別の事業者が入って、実際、最後のエンドユーザはもっと多いというケー

スはあるかと思いますが、全体からすると、このようなケースはさほど大きなものではな

いと思っております。 

 最後、交付金の負担額を算定する単位の検討に当たって注意すべき事項ということでご

ざいます。まず、基本的な考え方といたしまして、負担事業者間での公平性が確保できる

仕組みとすることが必要ではないかと思っています。事業者間の公平性の確保が、ひいて

はエンドユーザの公平性の確保にもつながっていくと考えておりますので、公平に費用を

負担できる仕組みが必要だろうと思っております。 

 我々で考えてみた中では、課題や現実性を考えると、まずは契約数での算定が適当では

ないかと思っています。まず、収益の場合の課題ですけれども、指定電気通信事業者以外

の事業者を含めて統一的な収益計上ルールの整備が必要になるということで、収益範囲の

定義、ブロードバンドサービスとそれ以外のサービスをセット提供する場合の分計方法等、

様々な課題があると思います。例えば、初年度無料のサービスを提供している事業者の場

合、初年度の収入は上がりませんし、通信サービスとしての収入を恣意的にコントロール

しようと思えば、コントロールできてしまうという点で、公平性確保の面で課題があると

思っています。契約数については、前ページで申し上げた課題があって、その観点におい

ては公平性の確保ができないおそれはありますが、全体からすると、影響は軽微と思って

います。 

 加えて、交付金算定に当たって、両方に共通する課題として認識しておかなければいけ

ないのは、負担金を卸先の事業者が負担する場合、卸元にも負担金を拠出させることにな

ると二重拠出になりますので、エンドユーザにサービスを提供する事業者だけでなく、最

終的にはエンドユーザ間の負担の公平性も確保できなくなる、そういう課題があろうかと

思っております。 

 以上でございます。 

【大橋座長】  どうもありがとうございました。続きまして、ＫＤＤＩ株式会社より御

説明をお願いできればと思います。 

【ＫＤＤＩ】  ＫＤＤＩの山本でございます。それでは、資料11－３で御説明させてい

ただきます。本日のお題は、品質などの技術基準、それから、交付金の負担金の算定でご
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ざいますが、ブロードバンドのユニバーサルサービス化についての議論が大詰めを迎えて

おりまして、もう少し踏み込んだ議論が必要ではないかと思われる部分があると考えてお

ります。ですので、必要な規律に関する基本的な考え方について、前半、弊社の考え方を

お示しさせていただいて、その後、後半のほうで今回のヒアリング事項の回答についてポ

イントを絞って御説明させていただきたいと思います。 

 それでは、スライドの１枚目を御覧ください。まずブロードバンドサービスのユニバー

サルサービス化に関する基本的考え方でございます。Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０の実現、それか

ら、５Ｇの普及などを見据えますと、やはり光ファイバなどの情報通信インフラの全国的

な整備・維持、これが非常に重要であります。有線ブロードバンドは遠隔医療、遠隔教育

等に対応可能でありますので、条件不利地域での役務提供を維持するための制度化に対し

て賛同いたします。 

 一方、モバイルでございますが、今後も競争を通じた民間主導の整備が十分に見込まれ

る状況です。ただし、光ファイバの未整備エリアにつきましては、基地局向けの回線に衛

星通信等を用いる必要がありまして、品質・速度等に制約がございます。このため、特に

条件不利地域での基地局向け光ファイバの整備・維持も非常に大きな課題であると考えて

おります。このため、全国規模の局舎あるいは電柱等の線路敷設基盤、光ファイバを有さ

れている、政府出資を受ける特殊法人でいらっしゃいますＮＴＴ東西に期待される役割と

いうのは非常に大きいと考えております。 

 続きまして、スライドの２ページ目でございます。こちらはラストリゾートの確保の在

り方、つまり、ユニバーサルサービス化とは本質的にどういうものなのかという議論でご

ざいます。有線ブロードバンドサービスを国民生活に不可欠なサービスともし位置づける

のであれば、これはあまねく日本全国における提供が確保される枠組みが必要であると考

えます。ただし、全世帯に光ファイバ（ＦＴＴＨ）を提供すべきと申し上げているわけで

はございません。全世帯に提供することが困難であるということであれば、無線のブロー

ドバンドを補完的に活用する必要もあると考えております。この点は、現在の加入電話の

ユニバーサルサービスについて、これに無線を補完的に活用するという考え方は既に制度

化されておりますので、これと基本的に同じ考え方を適用できるのではないかと考えてお

ります。 

 ここで大事なのは、条件不利地域に関する懸念事項として、もし唯一のブロードバンド

を提供する事業者が撤退して、その事業の引受手がいないとした場合、当該エリア・地域
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のお客様・利用者が国民生活に不可欠なサービスの提供を受けられなくなる、このような

政策目標が達成されなくなってしまうという問題が生じるわけでございます。また、その

ようなエリアで光ファイバの提供が確保されない場合は、モバイルブロードバンドによる

補完的な提供にも影響が生じるという問題が生じます。 

 従いまして、利用者保護のため、誰も事業の引受手がいない場合については、やはり政

府出資を受ける特殊法人であるＮＴＴ東西が、ラストリゾート事業者として特別な責務を

担う必要があると考えております。その際、一部を固定無線で効率化を図ることは考えら

れるということは先ほど申し上げたとおりでございます。この場合、いわゆるＭＮＯとし

ての移動通信網を調達することがあれば、一定の制度整理が必要かもしれませんが、ＮＴ

Ｔ東西自らのローカル５Ｇによる提供ということも、固定無線という形での提供の選択肢

になり得るのではないかと考えます。 

 続きまして、スライド３でございます。こちらは利用者利益の確保に係る規律、これは

前回御議論いただいたものでございます。ブロードバンドサービスは多種多様な主体によ

って提供され、競争を通じてこのサービスの品質や速度などの提供条件の向上、利用者料

金の低廉化が図られているという状況です。そのため、競争地域のブロードバンドサービ

スに対して一律に規制を課すということは、条件不利地域でのブロードバンドを確保・維

持するという制度の趣旨を踏まえると、過剰であると考えます。 

 一方、競争によるサービス提供が見込まれない地域、条件不利地域でございますが、利

用者にとって選択肢がなく利用するサービスであって、特に制度による特別な支援を受け

て提供されるサービスの料金に対しては、約款規制等の規律を適用して利用者利益を確保

する必要性があると考えます。つまり、規律は必要最小限の範囲に限定すべきであると考

えておりまして、具体的には交付金による補填を受ける適格電気通信事業者に限定すべき

であると思います。 

 この適格電気通信事業者については、全てのサービスの利用者に対して、卸先事業者へ

の提供も含めて、適切な料金や提供条件で公平に役務を提供するよう担保することが必要

です。つまり、適格電気通信事業者による利用者料金及び卸役務の料金、これを規律の対

象とするということが政策目的にかなう必要かつ十分な規律であると考えております。 

 以上、ここまで弊社としての基本的な考え方をお示しさせていただきました。ここから

先は、いただいたお題に対する個別の質問に対する回答でございます。ポイントを絞って

回答させていただきます。 
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 スライド５でございます。こちらは技術的に名目速度が10Ｍｂｐｓあるいは30Ｍｂｐｓ

に満たないエリアが存在するのか、あるいは10Ｍｂｐｓに満たないブロードバンドサービ

スを利用している割合はどの程度かという御質問でございます。有線について、弊社のサ

ービスの中のａｕひかりマンションでは、下りの名目速度を16Ｍｂｐｓとしているメニュ

ーがございます。具体的に申し上げますと、マンションタイプ、これは都市機構様向けメ

ニューでございますが、これは16Ｍｂｐｓにしているメニューがあるという状況です。 

 一方、携帯ブロードバンドでございますが、これは一部エリアにおいて37.5Ｍｂｐｓ又

はそれ以下になる旨、弊社のホームページで公開しております。これは構成員限りなので

具体的な数字は申し上げられませんが、光ファイバのない条件不利地域においては、基地

局向けの回線に衛星通信を用いる場合があるということなので、一定の制約があるという

状況でございます。 

 続きまして、スライド６をお願いいたします。こちらは名目速度に対して実効速度ある

いは測定に関する御質問でございます。弊社として一般的な水準として、実効速度をお示

しできるものはございません。ただ、測定サイトにつきましては、北は札幌から南は福岡

まで、国内７拠点に測定サーバーを用意しております。ですので、お客様宅に近い拠点を

お客様に選択いただいて、速度を測定していただくことは可能になっております。携帯の

ほうは、これは実効速度に関するガイドラインに基づきまして、計測・開示しております。

数字は以下にお示ししているとおりでございます。 

 続きまして、スライド７をお願いいたします。これは遅延時間、パケット損失、ゆらぎ

などについての御質問でございます。こちらは、先ほどＮＴＴからも御説明がありました

とおり、インターネットというものが多くの利用者の接続によって提供されるというもの

なので、品質基準を設けるということは適当ではないと考えております。 

 この点は、過去の総務省のインターネット政策懇談会の最終報告書でも、利用者の端末

やサーバーの機器の状況というのは、なかなか事業者も把握することは難しく、インター

ネット接続サービスというのは、本質的にベストエフォートであるということが整理され

ている状況でございます。そのため、当社としては、品質基準を設けることは適当ではな

いと考えております。当然、音声伝送役務につきましては、品質基準に基づき優先制御を

行うことで品質を確保してございます。ただ、データ伝送役務については、同じ考えを適

用することは難しいと考えております。 

 続きまして、スライド８でございます。こちらは予備機器の設置基準あるいは停電時に
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おける電源対策などについての御質問でございます。弊社の場合は、インターネットの設

備、ブロードバンドの設備についても、ａｕひかり電話サービスを提供している関係で、

基本的に予備機器の設置あるいは停電時の電源対策については、電話用設備に準じた基準

で実施しているというところでございます。ただし、異常輻輳対策、こちらは先ほど申し

上げましたとおり、インターネットは様々な環境に影響を受けるため、ブロードバンドサ

ービスに関して当該技術基準を適用するというのは難しいと考えております。携帯のほう

も、この電話用設備に準じた基準で実施しております。 

 スライド９をお願いいたします。こちらはＩＰ－ＶＰＮあるいは広域イーサネットとい

った法人向けのサービス、帯域保証型サービスについての御質問でございます。弊社も法

人向けのサービスとして帯域保証型あるいは帯域確保型というものを用意しております。

帯域保証型のほうは専用線なので、これは常に保証されます。一方の確保型というのは、

これは可能な限り契約帯域を提供するというものでございます。いずれにしましても、こ

れは法人向けに提供しているだけですので、弊社としましてはこれをいわゆるユニバーサ

ルサービスの対象として含めるというのは適当ではないと考えております。 

 スライド10は飛ばしまして、スライド11でございます。ここからは、交付金の負担金の

算定についての御質問でございます。まず、収益に基づく算定を行う場合の課題について

でございます。こちらは、収益に基づいて算定を行う場合には、ＮＴＴからも御指摘があ

りましたが、会計上の処理の仕方によって各社の売上高に差が生じる可能性があります。

そのため、公平性の観点で問題が生じる可能性があると考えています。資料には落として

おりませんが、この問題は、電話のユニバーサルサービスについて、電気通信番号負担に

するとされた際にも同様の議論がございまして、収益をベースにして公平に算定するとい

うのは難しいのではないかと一旦整理されておりますので、ブロードバンドにつきまして

も同様の問題というのが引き続き発生すると考えております。 

 続きまして、スライド12でございます。こちらは契約数とエンドユーザの数の関係でご

ざいます。弊社の場合は、契約数とエンドユーザの数が一致しない場合というのはない、

つまり、一致しているというところでございます。 

 最後、スライド13でございます。交付金の負担金を算定する単位を検討するにあたり特

に注意すべき事項はあるかということです。これは繰り返しになりますが、競争中立性、

検証可能性、簡素性ということを考えますと、やはり受益者負担という場合は、アクセス

回線数の契約数に応じて拠出するということが適当と考えます。 
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 弊社からは以上でございます。 

【大橋座長】  どうもありがとうございました。それでは続きまして、ソフトバンク株

式会社です。 

【ソフトバンク】  ソフトバンクの山田です。それでは、資料11－４に沿って御説明さ

せていただきます。 

 １枚おめくりください。本日ですが、ヒアリング項目への当社の回答の前に、項目への

回答の前提となります弊社の基本的な考え方について御説明させていただきます。 

 ３ページ目を御覧ください。まずユニバーサルサービスの基本的な考え方でございます。

通信基盤の整備は、競争による促進が第一でありまして、ユニバーサルサービス制度は競

争の補完的な手法の１つとの認識でございます。こちらはブロードバンドサービスについ

ても、当然ながら同様な考え方で進められるべきと考えております。 

 １枚おめくりください。今回のブロードバンドサービスのユニバーサルサービス化の議

論の目的でございますが、こちらはブロードバンドの維持が困難な地域のサービスを交付

金等にて維持を図るものと理解しております。第Ⅰ期の論点整理でも、右下の青いところ

にありますとおり、現在のブロードバンド整備状況を前提といたしまして、地域間格差の

ないブロードバンド環境の維持を目指すことが適当とされているところでございます。 

 １枚おめくりください。５ページ目でございます。維持を念頭に置くという趣旨からは、

今回救済すべきサービスを補填対象とする手当ては、私どもとしましても必要と考えてい

ます。その点において、今回のヒアリング項目にも含まれておりますが、速度や品質につ

いていろいろと議論がなされておりますけれども、こういった満たすべき速度とか技術基

準を設けたとしても、現状提供されているサービスがこれらを満たせる基準でないと補填

ができず、当初の目的が達成できなくなると考えております。従いまして、基礎的電気通

信役務として求められる技術基準、品質等については、交付金で維持を図る現状のブロー

ドバンドサービスが満たす基準である必要があると考えております。 

 １枚おめくりください。次に競争地域のサービスへの影響でございます。ブロードバン

ドサービスの提供困難地域に対する手当ての結果として、それが競争地域のサービス提供

に影響を与えることがあってはならないと考えております。こちらの図の左側にあります

とおり、非競争地域においては、ブロードバンドサービスを提供する会社が例えば限られ

ているといったようなことですと、撤退のおそれや競争がないというようなことから、交

付金による補填とか規制によるサービスの維持というような最低限の手当ては必要なのか
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なと考えております。しかしながら、その手当てによって競争地域におけるブロードバン

ドサービスに一律に規律をかけるということになりますと、これは追加的な対応というの

が競争地域のサービスにおいて必要になる可能性があり、その結果といたしまして、提供

料金の上昇につながったりするなど、市場競争によるメカニズムの働きを損なうおそれが

あって適切ではないと考えております。 

 １枚おめくりください。その点におきましては、技術基準等のみならず、約款規制等の

その他の規制についても同様に言えるものと考えております。もともと過去のユニバーサ

ルサービスに関する答申では、規制が必要とされているのは適格電気通信事業者のサービ

スであると結論づけられております。実際にこちらに示している答申にもありますとおり、

基本はデタリフが適当とされておりまして、ただし、適格電気通信事業者が提供するユニ

バーサルサービスについては、デタリフ化と別途異なる規律が必要というように規定され

ています。従いまして、競争地域のブロードバンドに対しても約款規制等を新たに追加す

ることは過剰でありまして、必要な範囲に限定すべきと考えております。 

 １枚おめくりください。こちらは参考までに記載したものですけれども、前回のこちら

の検討会において、現行のユニバーサルサービス制度というのが様々な規制が相まって構

成されているということを御説明させていただきましたけれども、こちらの図にございま

すとおり、基礎的電気通信役務という概念が入ったのが2002年でございまして、ここでＮ

ＴＴ東西が提供する加入電話等が指定されたわけですが、この加入電話につきましては、

もともとＮＴＴ法（日本電信電話株式会社等に関する法律）でユニバーサルサービス義務

が課せられており、料金規制としてプライスキャップ制度もかかっている、そういった背

景がございました。 

 従いまして、今回こういう電話ではなく、競争地域に既に提供されているブロードバン

ドサービスというところにこの基礎的電気通信役務の規制をかけることを検討する場合に

は、本当に現行の基礎的電気通信役務の規制を切り出して成り立ち得るのかどうかという

ところは、いま一度しっかりと議論する必要があるのではないかと考えております。 

 １枚おめくりください。９ページ目です。今回は維持が目的ということで、このような

御説明をさせていただきましたが、今後の整備について述べるということであれば、どの

ような品質・速度を目指すべきかという議論はあり得ると考えております。この場合にお

いては、あまねく日本全国におけるサービス提供のためには、やはりまずは光アクセス網

の確保が必須でございまして、その点でＮＴＴ東西における光ファイバエリアの拡充に非
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常に期待しつつ、制度面での方策の検討も必要ではないかと考えております。 

 以上を踏まえまして、ヒアリング項目に当社の回答をさせていただきます。11ページ目

でございます。まず名目速度についてでございますが、こちらは、有線系、無線系共に、

基本的には10Ｍｂｐｓ、30Ｍｂｐｓに満たないエリアというのは存在しないのですが、無

線系については、基地局向けのエントランス回線として光ファイバが利用できない地域に

おいて例外的に10Ｍｂｐｓ、30Ｍｂｐｓに満たない基地局が存在いたします。 

 １枚おめくりください。次に実効速度でございます。有線系については、現在、総務省

の「固定ブロードバンドサービスの品質測定手法の確立に関するサブワーキンググループ」

で議論中ですので、現在お示しできるものはございません。無線系につきましては、総務

省の実効速度調査を毎年実施しておりまして、最新の結果はこちらにあるとおりでござい

ます。 

 １枚おめくりください。13ページ目で品質と技術基準についてでございます。④と⑤に

つきましては、先に申し上げましたとおり、今回の議論の目的というのがブロードバンド

の維持が困難な地域の現状のサービスを交付金にて維持を図る、そのために必要な手当て

との理解でございますので、当然ながら、維持を図ろうとする現状のブロードバンドサー

ビスが満たす基準であるとともに、競争地域のサービス提供に影響を与えることはあって

はならないと考えております。また、現行のサービスで特段品質等に問題が発生していな

い以上、現行の基準に加えて新たな基準を課すべきではないものと考えています。 

 次に、下にあります帯域保証型のサービスでございますが、こちらは私どもでも法人ユ

ーザ向けに提供しておりますが、業種的には官公庁、金融機関、各種インフラ会社等に多

く御利用いただいているという傾向がございます。ただ、もともと当社のこういった法人

向けのサービスですけれども、個人ユーザ向けサービスとはまた別に専用のネットワーク

として構築しておりまして、ベストエフォート型サービスも非常に多く利用されている状

況でございます。 

 １枚おめくりください。14ページ目で負担金の算定に関することでございます。収益ベ

ースでの負担金算定の考え方ですけれども、まず収益の切り出しにつきましては、当社も

ブロードバンド事業の収益は決算において分計していますけれども、これはあくまで当社

の定義によるものですので、仮に負担金の算定にその収益を用いるということであれば、

当然計算方法をそろえる必要があると考えております。しかしながら、なかなか統一的な

算定基準を設けることは難しいのではないかと考えております。 
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 また、先ほどＫＤＤＩもおっしゃっておりましたが、もともとユニバーサルサービスの

交付金制度が出来た当初は、接続電気通信事業者等の対象役務に係る売上高というような

方式だったところ、競争中立性、検証可能性、簡素性という３つの視点を踏まえて、現行

の電気通信番号数となった経緯もございますので、ここでまた収益に基づく負担金算定に

戻るというのは適切ではないと考えております。 

 １枚おめくりください。最後に、回線数と契約数の関係でございますけれども、こちら

は、当社のサービスにおいては回線数と契約数は一致するところでございます。 

 弊社からは以上です。ありがとうございました。 

【大橋座長】  ありがとうございました。それでは続きまして、株式会社オプテージか

ら御説明のほうをお願いできればと思います。 

【オプテージ】  オプテージの篠原でございます。よろしくお願いします。このたびは

ヒアリングの機会を頂戴しまして、誠にありがとうございます。 

 それでは、右肩１ページでございます。本日はこの目次に沿って御説明させていただき

ます。 

 右肩２ページに進んでいただきまして、まず始めに、基本的な考えについて御説明いた

します。ブロードバンドのユニバーサルサービス化に当たりましては、設備競争、サービ

ス競争共に、その競争環境に影響を与えないことが極めて重要であり、非競争エリアにお

けるブロードバンドの維持といった地理的格差の解消を目的とした制度として検討するこ

とが望ましいと考えてございます。 

 また、確保すべきブロードバンドサービスの品質・水準につきましては、今後５Ｇサー

ビスが普及していくことを踏まえますと、技術中立性の観点から、有線、無線共に対象と

した上で、最低限必要なサービスレベルの観点から定めることが適当と考えます。 

 なお、現行の基礎的電気通信役務と同等の規律を適用することにつきましては、事業者

の業務負荷あるいは自由で多様な事業展開への影響の懸念がございますので、ブロードバ

ンドサービスに適用する規律においては緩和が必要と考えておりますが、他方、利用者利

益の観点から、一定の技術基準を設けるということにつきましては有効であると考えてお

ります。 

 右肩３ページでございます。こちらは、以前別の場で御説明いたしました基礎的電気通

信役務に関する規律の在り方に関して弊社の考えを記載しております。先ほど御説明した

とおりの内容でございますので、説明は割愛いたします。 
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 ４ページでございます。今回のヒアリング項目につきまして、次のページ以降で御説明

いたします。 

 右肩５ページでございます。弊社のＦＴＴＨサービスの概要について御説明いたします。

弊社は、自己設置事業者として、自社回線・自社設備にてＦＴＴＨサービスを提供してお

りまして、これまで全国初の１Ｇｂｐｓサービスの提供や他社に先駆けて料金の大幅値下

げを断行するなど、関西における競争をリードし、普及促進に寄与してきたと考えてござ

います。また、現在新規受付中の提供プランにつきましては、下の表に記載のとおりでご

ざいます。 

 右肩６ページでございます。弊社ＦＴＴＨサービスの提供速度及びエリアについて御説

明いたします。青色が弊社ＦＴＴＨサービスのエリアになりますが、提供中の全エリアに

おきまして、100Ｍｂｐｓ以上のコースを提供しております。名目速度が10Ｍｂｐｓ、30Ｍ

ｂｐｓに満たないエリアは現在のところございません。なお、全エリアにつきまして、100

Ｍｂｐｓ／１Ｇｂｐｓサービスを提供しておりまして、５Ｇｂｐｓ／10Ｇｂｐｓサービス

についても提供エリアの拡大に努めてございます。 

 続きまして、右肩７ページでございます。弊社ＦＴＴＨサービスの実効速度及び利用者

に向けた取組みについてでございます。実効速度の目安については、構成員限りとなりま

すが、下の表の記載のとおりでございます。多少の変動はございますが、昼間だけでなく、

夜間の混雑時間帯におきましても非常に高速な通信環境を提供できていると考えておりま

す。また、利用者環境によりまして速度は大きく異なりますので、ウェブサイトでの通信

環境改善のサポートの御紹介あるいは店舗での御案内拡充といったことに取り組みまして、

お客様に安心かつ快適に御利用いただけるブロードバンドサービスの提供を推進してござ

います。 

 右肩８ページでございます。品質基準に関する弊社の考えでございます。ブロードバン

ドサービスにつきましては、利用者ごとにネットワークや機器構成等が異なること、また、

利用者環境によって実際の通信品質は大きく影響を受けるということから、品質基準の設

置につきましては慎重な議論が必要と考えております。また、電気通信市場の健全な発展

という観点からは、今後も各事業者が技術革新の成果等を積極的に取り入れて、自主的か

つ継続的に品質改善・向上に取り組むことが望ましいと考えております。また、弊社では、

自主的に管理基準を設ける等、信頼性の高いサービスの提供に努めることで、お客様より

高い評価をいただいております。下表は、構成員限りとなりますが、弊社の自主管理基準
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を記載してございます。 

 右肩９ページでございます。ブロードバンドサービスにおける技術基準に関してでござ

います。現状、緊急通報を取り扱う電話用設備については、技術基準に基づき、他の電気

通信役務に比べて高い品質が確保されているという状況で、アナログ電話、ＩＰ電話とも

同一の基準が適用されております。ブロードバンドサービスの技術基準の検討におきまし

ては、役務の性質や緊急通報の取扱いの有無などの重要性を踏まえつつ、電気通信技術の

発展の妨げにつながるような過度な規制とならないよう、慎重な議論をすることが必要と

考えております。また、仮にブロードバンドサービス全般に新たな技術基準を課す場合は、

設備や運用の見直し等、様々な影響が想定されまして、結果として利用者料金の上昇につ

ながるおそれもあると考えてございます。 

 10ページです。これは参考でございますけれども、弊社の信頼性向上に向けた取組みで

ございます。災害などの緊急時にも確実に利用できるライフラインを目指しまして、光回

線・中継設備の二重化、非常用発電機・電源車の配備等を行ってございます。また、24時

間365日の監視・運用体制の下、事故の早期復旧に努めるとともに、定期的な巡視・点検に

よりまして、設備事故の未然防止を図ってございます。 

 右肩11ページになります。弊社の帯域保証型サービスについて御説明いたします。法人

向けの帯域確保のサービスとしまして、主にイーサネットＶＰＮ、ＩＰ－ＶＰＮ、インタ

ーネットハイグレードの３つのサービスを提供しておりまして、お客様のネットワーク環

境あるいは利用用途に合わせて最適なサービスを御選択いただいております。また、各サ

ービスとも、帯域確保タイプだけではなくて、ベストエフォート等のいろいろなタイプと

組み合わせて御利用いただけるサービスとして提供しております。下の表は構成員限りで

ございますが、各サービスの概況を記載してございます。 

 最後、12ページでございます。交付金の負担金算定についての御説明でございます。交

付金の負担金を算定するに当たりましては、ブロードバンド事業の収益に基づいて負担金

の算定を行うことについて、ＩＳＰとアクセス、あるいはネットと電話、通信とコンテン

ツ等を一体的に提供している場合等は、ブロードバンド事業の収益のみを切り出すことが

困難な場合もあると想定されますので、契約者数によって算定することが穏当ではないか

と考えております。 

 なお、契約者数の把握につきましては、集合住宅向けサービスで管理会社等がＷｉ－Ｆ

ｉを設置して入居者に提供している場合等は、通信事業者側では実際の利用者を管理でき
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ないという場合もございまして、契約者とエンドユーザの数が一致しないときが一部存在

します。また、今後、通信市場とその関連市場の融合等によりまして、設備を有しない主

体によるサービス提供も想定されますので、負担金算定の考え方等についても市場の状況

に応じた対応が必要になると考えてございます。 

 弊社からの説明は以上でございます。ありがとうございました。 

【大橋座長】  ありがとうございました。それでは続きまして、一般社団法人日本ケー

ブルテレビ連盟にお願いをできますでしょうか。 

【日本ケーブルテレビ連盟】  一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の副理事長、通信・

放送制度委員会の委員長をしております愛媛ＣＡＴＶの宮内でございます。本日は、日本

ケーブルテレビ連盟の意見を発表する機会をいただき、誠にありがとうございます。 

 スライドの２ページをお願いします。ヒアリングに際しまして、我々の基本的なスタン

スや要望を述べさせていただきます。ブロードバンドサービスは、新たな日常や社会全体

のデジタル化に不可欠な基盤であるため、地域でブロードバンドサービスを提供しており

ますＣＡＴＶ事業者を多く抱える当連盟としましても、本研究会での議論や今後の制度化

に向けた検討等に積極的に貢献させていただきたいと考えています。 

 また、支援範囲、負担金、新たな規律など、ユニバーサルサービスの制度設計を進める

に当たっては、広域でサービス提供を行っている事業者だけではなく、市町村単位でブロ

ードバンドサービスを提供している中小のＣＡＴＶ事業者の実態を丁寧に把握していただ

くようお願いいたします。 

 特に、条件不利地域等における維持運用費等が事業者の大きな負担となっており、その

影響の維持が課題となっているとのことですが、結果として、中小事業者を置き去りにし

て大規模事業者への追加的な支援を行っていると思われないよう、支援対象エリアや交付

金の規模等については、必要最小限、真に必要な範囲に限定していただくとともに、情報

公開を行いながら、制度設計をいただくよう要望いたします。 

 スライドの３ページをお願いします。このスライド以降は、いただいた品質・技術基準

等の質問事項についての回答や意見を述べさせていただきます。なお、短期間の回答要請

でしたので、日本ケーブルテレビ連盟の委員会活動に参加する一部の事業者にアンケート

調査を行い、その結果を踏まえての回答とさせていただきます。 

 まず、名目速度と実効速度についてです。質問①について、技術的に名目速度が10Ｍｂ

ｐｓに満たないエリアは存在していませんが、10Ｍｂｐｓ未満のサービスメニューを提供
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している事業者は相当数おります。 

 質問②の利用者の選択で10Ｍｂｐｓ未満のサービスメニューを利用している者も相当数

おり、その割合は数％から15％程度の事業者が多い状況ですが、全体の３割に達している

事業者もおります。利用シーンはネットサーフィンや電子メールの送受信などであり、速

度よりも料金を重視されている利用者となります。 

 ③の実効速度の質問については、各社が独自に測定した結果では、名目速度の７割から

９割程度の事業者が多い状況です。なお、これらの結果は、統一的な測定手法に基づいた

ものではありません。また、低速のサービスでは、名目速度との乖離は少ない傾向にあり

ます。ただし、実効速度は、時間帯、サービス、収容状況、ヘビーユーザの有無など測定

環境によって変わるものだと認識しております。 

 スライドの４ページをお願いします。このスライドは、品質基準と技術基準についてで

す。現在、ブロードバンドサービスの提供において特段の問題が生じておりませんし、ユ

ニバーサルサービスの支援対象となる事業者には中小の事業者も含まれる可能性があるた

め、基本的には支援対象事業者を含め、有線ブロードバンド事業者を対象とした新たな規

律を課すべきではないと考えています。仮に新たな規律を課す場合、規律は必要最小限に

すべきであり、また、規律を検討するに当たっては、想定される投資規模、対象範囲等を

明らかにした上で議論を行うべきと考えています。 

 ④の質問の遅延時間、パケット損失率、ゆらぎなどの品質基準については、ブロードバ

ンドはベストエフォートであり、品質測定を行うことは、事業者側に工数、測定器の費用

等の大きな負担を強いることになるため、新たに品質基準を設けることは適当でないと考

えます。品質測定は、装置等のコスト増につながるものであり、地域差の考慮も必要です。

なお、遅延時間、パケット損失率、ゆらぎなどを測定している事業者は少数であり、測定

している場合も、設置工事の際の確認等にとどまっています。 

 ⑤の技術基準の質問については、０ＡＢ－Ｊ電話サービスを提供している事業者は、予

備機器設置の基準制定、停電時における電源対策、中継伝送路二重化、設備の故障検知等

の技術基準に対応しています。一方、事業者によっては、ブロードバンドのみを提供して

いるエリアもあり、電話品質と同じ基準を適用するなど新たな規律を設けるべきではない

と考えています。また、山間部のサブセンターなどの地域では、地理的に幹線ルート冗長

化が難しい場合もあります。 

 スライドの５ページをお願いします。このスライドは、帯域保証型サービスについてで
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す。質問⑥の帯域保証型サービスなどの実態についてですが、中規模以上の事業者におい

て、自治体、大学機関や法人向けに広域イーサネットサービス等を提供している例がござ

います。ある事業者では、契約数約150件、契約主体は教育委員会、教育機関となっていま

す。しかしながら、個別設計等で相対契約となる場合が多く、一律な類型はない傾向とな

っています。 

 スライドの６ページをお願いします。このスライドは、交付金の負担金算定についてで

す。交付金の負担金の算定に当たっては、中小規模の事業者に過度の負担がかからないよ

う、一定規模以上の収益となる事業者に交付金の負担を求めるなど、中小規模の事業者の

負担が最小限になるよう配慮をお願いします。特に全国でサービスを行っている事業者の

うち、ブロードバンド事業全体の収益が黒字となっている事業者に対し、地域の事業者と

同列に条件不利地域における支援を行うことについては違和感を持つ事業者もいるため、

慎重な検討をお願いします。 

 質問⑦のブロードバンド事業による収益のみを切り出すことについては、テレビなどと

のセット料金、サービスの組合せで割引率が異なる、共通設備が多く存在する、放送事業

者との案分、人件費・販管費の案分等の考え方などが事業者によって異なるため、ブロー

ドバンド事業の売上げや利益のみを切り出すことは困難です。 

 質問⑧の契約数とエンドユーザの数が一致しない場合について、集合住宅のバルク契約

や法人契約において、１契約に複数のエンドユーザがいるため、事業者によっては、事業

者側でエンドユーザ数を把握できず、契約数とエンドユーザ数が一致しない場合がありま

す。この場合、エンドユーザ数をどのようにカウントするのか、統一的な基準が必要と考

えます。 

 スライド７をお願いします。最後に、今後の検討に向けて、懸念点や要望を述べさせて

いただきます。条件不利地域であっても大規模事業者と地域の中小事業者が競争しながら

サービスを行っている地域もありますが、今後、これらの地域でも人口や世帯減少が進行

することにより、ビジネスの維持が困難となり、経営体力の劣る事業者が撤退する事態が

想定されます。仮に地域の中小事業者が撤退した後、残った大規模事業者がユニバーサル

サービスの支援対象となるのであれば、撤退した中小事業者の理解が得られないのではな

いかと考えます。 

 このため、今後の制度設計に当たっては、現に１者提供となっている地域だけでなく、

今後加速する人口・世帯減少を念頭に、２者がサービスを行っている条件不利地域の競争
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とユニバーサルサービスの確保をどう考えるのか、地域の実情も踏まえながら丁寧に検討

すべきだと考えます。また、ユニバーサルサービスは、インフラの初期整備費ではなく維

持費に充てられるものと理解しておりますが、事業者にとって初期整備費と維持費は、特

に自社整備の場合は切り離して検討することができないものであるという点も考慮をお願

いします。 

 さらに、有線ブロードバンドを原則としつつも、ユニバーサルサービス基金の肥大化を

避ける観点から、ワイヤレス固定電話の制度を参考に、ローカル５Ｇや地域ＢＷＡなど、

ＦＷＡを活用してユニバーサルサービスを確保することも御検討をお願いいたします。 

 私からの発表は以上となります。御清聴ありがとうございました。 

【大橋座長】  どうもありがとうございました。それでは最後となります。一般社団法

人日本インターネットプロバイダー協会より御説明お願いできますでしょうか。 

【日本インターネットプロバイダー協会】  日本インターネットプロバイダー協会の事

務局の木村と申します。私どもからは、固定ブロードバンドの提供構造と支援対象事業者・

インターネットの品質の課題と地方におけるインターネットの状況につきまして、私と、

後半は立石副会長から分けてプレゼンをさせていただきます。 

 まず１枚目をお繰りいただきまして、目次でございます。最初にインターネットの基本

構造について説明申し上げたいと思います。 

 ３ページ目でございます。ＦＴＴＨの固定インターネットは、アクセスサービスとイン

ターネット接続サービスと２つの部分に分かれております。 

 次のページ、４ページ目でございます。その分かれているＦＴＴＨのアクセスサービス

とインターネット接続サービスをそれぞれ別な事業者が分担して提供しているということ

がございます。ＮＴＴ東西のフレッツ光ネクストですが、一番上のパターンは、分離型Ｉ

ＳＰサービスと接続されているパターンでございます。これは５年前の光コラボレーショ

ンが始まる以前の主流でございまして、現在でもブロードバンド全体の21％はこの形式で

提供されています。一方、下の２段は光コラボですが、光コラボでもＦＴＴＨのアクセス

部分だけを卸を受けている場合と、ＩＳＰと一体で提供している場合とございまして、両

方合わせて33％、つまり、50％以上はインターネットの接続とブロードバンドのＦＴＴＨ

のアクセス部分が違う事業者によって提供されております。ちなみに、ＮＴＴ東日本だけ

でも光コラボの事業者は539社あるそうでございます。 

 次のページ、５ページ目でございます。ここはＦＴＴＨのアクセスサービスの提供構造
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を設備の観点から説明したものでございます。アクセス網としては、ＮＴＴ東西の場合、

ＮＧＮがあるわけでが、実際のラストワンマイルの回線はフレッツ光ＮＧＮであったり、

シェアドアクセスであったり、ダークファイバを利用してＩＳＰが構築しているというも

のがございます。このほか、自己設置型もございます。フレッツ光を利用している場合、

ＩＳＰ事業者は接続方式が２つありまして、上のＰＰＰｏＥ接続ですと80社、ＩＰｏＥ接

続ですと10社のＶＮＥ事業者が実際のインターネットの接続を提供しているということで

ございます。 

 次のページが６ページでございます。実際にエンドユーザとの契約をしているところは

更に多くございまして、そういうところはローミングサービスという形で、左側にありま

す80社あるいは10社から提供を受けてサービスを提供しているわけですが、光コラボの事

業者を含めると約500以上が全国でインターネットの接続を提供している事業者とされて

いると思われます。 

 次のページ、７ページ目でございます。インターネットの品質ということを考えますと、

黄色の網かけをしたわけですが、真ん中でいいますと、ＩＳＰ事業者80社であったり、Ｖ

ＮＥ事業者10社であったり、そういうところが実際のインターネットの品質に大きく関わ

るサービスを提供しております。このほか、家庭内とか宅内の問題も非常に大きく関わっ

ております。 

 次のページ、８ページ目でございます。ユニバーサルサービスの交付金の支援対象事業

者は、当然、実際に光ファイバを設置されている事業者、ＮＴＴ東西であったり、他の事

業者だったりするわけですが、もし実効速度を規定する具体的な通信速度としますと、そ

の実効速度を担保するところがＩＳＰ事業者ということで、支援対象事業者と通信速度を

提供する事業者が一致しないということがございます。ちなみに、光コラボ事業者はどう

いうところがあるかというと、建設、製造、電気・ガス・水道、放送、小売等、多様な事

業者が参入しております。 

 以下は、電気通信市場検証会議の「固定ブロードバンドサービスの品質測定手法の確立

に関するサブワーキンググループ」でプレゼンした資料です。インターネットの速度とい

うのはどういうものかということで、回線共有の実態をお話ししたいと思います。左側で

各家庭から、あるいは集合住宅でＦＴＴＨのアクセス網が１Ｇｂｐｓとか10Ｇｂｐｓとか、

100Ｍｂｐｓとかもございますけれども、それが中継網あるいはＩＳＰ網では、１本で10Ｇ

ｂｐｓの網とか１Ｇｂｐｓの網とかでつながっています。つまり、多くの人がこの中継網
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やＩＳＰ網での10Ｇｂｐｓの回線を共有しております。 

 どのぐらい共有しているかといいますと、集合住宅内のＶＤＳＬですと100Ｍｂｐｓの

回線をその集合住宅全体で共有しておりますし、ＦＴＴＨのアクセス網ですと、１Ｇｂｐ

ｓをアクセス網内でも32分岐しております。また、ＮＴＴ東西のＮＧＮのＰＰＰｏＥ接続

ですと、１Ｇｂｐｓを2,000から6,000セッション、１セッション１契約あるいは１契約で

２セッション使う場合もありますが、そのように共有しておりまして、ＩＳＰの網内では

１Ｇｂｐｓを大体1,000契約ぐらいで共有しています。ですから、平均すると、１契約当た

りの帯域は１Ｍｂｐｓとなります。 

 ただ、次の12ページは参考ですので省かせていただきまして、実際には統計多重という

効果でもって、平均よりも多くの速度が出ているということでございます。 

 15ページ目は１日における速度変化でございまして、朝と晩では速度がかなり違います。

ピークは大体夜に来るわけですけれども、夜に計測すると遅い速度が測定されますし、早

朝に計測すると速い速度が測定されたりします。 

 16ページ目はボトルネックでございます。結構家庭内の共有とか、古いＷｉ－Ｆｉルー

ターとかそういったところが速度を遅くしている原因であると言われております。 

 また、17ページ目でございますが、最近ですと、巨大なゲームのアップデートがあった

りすると速度が低下しますし、大規模なオンラインイベントがあった場合にも速度が低下

するということがございます。 

 18ページ目は、地域の速度差について触れていますが、測定する場所によって速度がか

なり違います。極端な話、隣の家同士でも速度が違うということが同じＩＳＰの場合でも

あるそうでございます。 

 19ページ目は、品質測定における課題として、速度がかなり言われておりますけれども、

他の要素もありますし、実際には変動がかなり大きいということと思います。 

 20ページ目からは、地方におけるインターネットの状況ということで、ここからは立石

副会長からプレゼンをお願いします。 

それでは、21ページ目を見ていただけたらと思います。地方の現状についてです。度々こ

の会議の中でもお話しさせていただいますけれども、もうないものがないままでこのまま

終わってしまうのではないかと危惧していまして、光ファイバや人材・情報がない、それ

から、もう一つはやはり高いと。いろいろなものが高い。工事費とか運用費が高い。それ

から、そういうものがずっと続いている状況で、ずっと昔に整備したものは設備が老朽化
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して更改が必要になって、ところが、予算がなくてもう持続不能だと諦めかけている自治

体もかなりありまして、第２次デジタルデバイドみたいな現象が今起きかけているのでは

ないかと思います。 

 これ以上高齢化や過疎化で人口を失うと、世帯や集落の消滅を招く可能性があって、国

境離島でこのようなことが発生すると国の安全保障にも関わるのではないかということを

10年ぐらい前からずっと言っていますが、あまり変わっていないという状況だと思います。 

 そのないものということについて、都市部ではほぼなくなっているＡＤＳＬについて、

地方部ではいまだにＡＤＳＬが主流です。御存じのように、ＡＤＳＬの装置自体はかなり

昔に製造が終わっていますが、中古品を使い回して何とかしのいでいるという状況です。

これがさらに終わってしまって、もうないエリアが出そうだという状況です。 

 それから、そもそも３ＧやＬＴＥのエリアも非常に狭く、ＡＤＳＬの代わりにＷｉ－Ｆ

ｉルーターを使えるような地域はほぼないと思っていただきたいと思います。 

 また、海底ケーブルですね。島だと海底ケーブル以外にバックボーンがありませんが、

10年以上増設・新設がされていないところが多くて、もう10年前のままでどうしようもな

いと困っているところがかなりあります。このような状況で、ＧＩＧＡスクールなどとい

う話になると、当然、島全体が通信できなくなります。Ｉターン・Ｕターンでワーケーシ

ョン・リモートワークという話も出ていますが、なかなかうまくいかずに、ワーケーショ

ンをしてみたけれども、結局インターネットが遅くて使い物にならないと言われて帰って

いったというところも現にもう出てきています。 

 それから、地域の地形とかその他の事情がいろいろありますが、目の前の通信が東京経

由になっていて、やはり地域ＩＸがないがために非常に高いコストを払うことになってし

まうこともあります。実態としては、公設公営が多いですが、運用にノウハウがなくて、

非常に効率の悪い運用を行っていたりするところも結構あります。これは工事費について

も同じようなことが言えています。 

 もう一つ、人がいないというところで、国の補助事業というのはほとんどの場合、自治

体だと思いますが、自治体の担当者に理解がなくて、放置されていて、住民が困っている

と。これも何度かお話ししていますが、住民から何らか直接的に請求して、どうにかして

くれという声が届くような仕組みが出来ないものかと考えています。これがないと恐らく

通信インフラが整備されないエリアが出てくるのではないかと思います。 

 先ほどの工事費の件ですが、やはり一定程度高くなることはやむを得ないものの、数倍、



 -24- 

ひどいところは10倍ぐらいに高くなっているというところもあるので、工事費に関する調

査を行うことで公正性を担保しなければ、草刈り場になってしまうのではないかと思うこ

とも多々あります。 

 それから、ないものの関係では、やはり情報が十分にないので、特に５Ｇに関する過度

な期待があって、光ファイバがなくても５Ｇが来れば何とかなると思っていらっしゃる方

がいまだに相当数いらっしゃって、そういう誤解があるままなので、どうしても光ファイ

バがやはりないと駄目なのですけれどもという話をいまだにやっています。 

 コスト高というのは、先ほどのトランジットだけではなくて、データ利用料に跳ね返っ

てきますので、当然、ＹｏｕＴｕｂｅ等のリッチコンテンツを見れば高くなるのですけれ

ども、それが都市部の数倍から数十倍で買っているものですから、ものすごく負担になる

と。これはケーブルテレビさんも同じだと思いますが、もう起きています。 

 そういったコストは当然払うのですけれども、ＧＩＧＡスクールとかリモートワークと

か本来だと東京を経由しなくていいようなもの、それから、ＩｏＴに関してもほとんどが

その地域で利用することが多いデータのはずなのですけれども、特にＩｏＴ、現在言われ

ているのは人口数じゃなくて面積比でＩｏＴのデバイスは増えるのではないかと言われて

いまして、そういうことを考えると、やはり日本全国のネットワークトポロジーを考えな

いと、地域はどんどん駄目になっていくのではないかというふうな感じがしています。そ

れは、ＳＤＧｓとかＣＯ２排出削減ということが特に言われていますけれども、余分なパケ

ットトラフィックを外に運ぶということをやめたほうがいいと思います。 

 それから同時に災害のこともそうですが、現状、東京で何かが起きると、北海道同士の

通信も沖縄同士の話も、これも何度かお話ししていますけれども、昨年の熊本の水害でも、

南九州の一部が、熊本県とは関係ない鹿児島とか宮崎の一部は、インターネットが全く使

えない状況になっていたということが発生したようです。自然災害の発生、安全保障上の

問題もあることから考えて、早急にどうにかしなければいけない。 

 現在もたちまち診療所に来るインターネットが来なくなっていてレセプトをどうしよう

という話になっているところがあり、現在も話をしていますが、お話を聞いていると、条

件不利地域に住んでいる人の立場の話は少なくて、もう現在起きていることをどうにかし

なきゃいけないということで緊急性を持ってお話しいただけたらなと思います。 

 これは一例ですが、まさにＡＤＳＬがなくなりかけたところで、左上の加計呂麻島、徳

之島、喜界島、請島に関してはＡＤＳＬがこの３月末で終わるという話で大慌てでして、
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これはＮＴＴが光ファイバをいわゆる条件の良いところには整備したから、条件良いと言

ってもほかに比べれば全然悪いですが、それが悪いということではなくて、当然皆さんＡ

ＤＳＬから光ファイバに乗り換えますので、全然ＡＤＳＬの採算が成り立たなくなって３

月末で終了という話だったのですが、地元の方が駆けずり回って、何とか半年から１年の

期間で延命している状況です。その中に、先ほども言いましたように、かなりの病院、学

校も含まれています。ＧＩＧＡスクールと言っていますが、ＧＩＧＡスクールどころじゃ

ない状況に今なりつつあるということを考慮していただけたらと思います。以上です。 

【大橋座長】  どうもありがとうございました。ただいま６者の方々からヒアリングを

させていただきました。大変丁寧に御説明いただいて、ありがとうございました。 

 それでは、質疑及び意見交換に移りたいと思います。お時間も限られていますので、ま

ずは構成員の皆様方からヒアリングを踏まえた御質問なり御意見をいただきまして、一通

り構成員の方からいただいた後に、最後にまとめて事業者の方々から御回答いただくとい

う形式にさせていただければなと思います。 

 それでは、構成員の方々、まずは御発言御希望の際は、御指名をさせていただければと

思います。 

 ありがとうございます。それでは、相田構成員からお願いいたします。 

【相田座長代理】  相田でございます。大変興味深い話をいろいろいただきまして、あ

りがとうございました。もしかするとこの検討会の枠外になるのかもしれませんが、一番

印象深かったのは、ソフトバンクが、現在提示されている基準は、将来的に目指すべき基

準としての議論であれば理解すると言われていたこと、それから、最後にＪＡＩＰＡが、

とにかくＡＤＳＬがなくなって困っている地方の病院があるというようなことということ

で、今回の枠組みは一旦作ったものを維持する段階の話ということで言っているわけです

けれども、やはり現行のサービスが国民の生活に不可欠なレベルにもし達していない部分

があるのであれば、それを何とかするということは別途総務省にしっかりお考えいただか

ないといけないというのが一番強く持った印象です。 

 ２点目は、１点目とも関係しますが、ＮＴＴが別の検討会のほうに出て出していただい

たデータをこちらでも見せていただいて、私もその資料を総務省のホームページで見てみ

まして、構成員限りということで伏せられているデータがあって見られなかったのですが、

ＮＴＴ自身が言っておられたから、10Ｍｂｐｓに満たなかったサンプルがあるということ

までは申し上げて多分いいのでしょうけれども、やはりそれが均等にばらけているのか、
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どこかに偏っているのかというのが非常に気になるところでもって、一部のユーザがいつ

計測しても10Ｍｂｐｓ以下が測定されるということが起きているとするとまずいのではな

いかと。 

 ＦＴＴＨの場合には、先ほどもどなたかも言っておられましたように、たかだか32分岐

ということなので恐らくそんなことはないのだと思いますけれども、いわゆる技術中立性

ということとの関係でいうと、ＨＦＣとか無線ブロードバンドなどのより多くの人でシェ

アする形態ですと、場所、地形等によっては特定の人に関してずっと速度が出ないという

ことがもしあるとすると、１つには何らかの対策を打たなきゃいけないということですし、

そういうユーザ数をいろいろなもののカウントに入れたりするというのが適切なのかどう

かということについてよく検討する必要があると思いました。以上です。 

【大橋座長】  ありがとうございます。続きまして、林構成員、お願いいたします。 

【林構成員】  ありがとうございます。林でございます。 

 各社様にはご説明をいただきまして、ありがとうございます。おかげさまで、たいへん

勉強になりました。私からはＫＤＤＩ様とＣＡＴＶ連盟様にそれぞれ１つずつ質問がござ

います。 

まずＫＤＤＩ様の資料２ページの４ポツ目に「利用者保護のため、誰も事業の引き受け

手がいない場合は、政府出資を受ける特殊法人であるＮＴＴ東・西が「ラストリゾート」

事業者として特別な責務を担う必要がある」とありますが、電話の場合は、世界的に法的

独占などを背景として、ラストリゾート義務があったと思いますが、ブロードバンドの場

合は、整備途上であったり、１社独占とまでは言えないが、海外のラストリゾート義務は

どうなっているのか、もしご存知でしたらご教示いただけましたら幸いです。 

 また、ＣＡＴＶ連盟さんには、一番最後のページの１ポツ目と２ポツ目ですが、ここの

記述は、地元の中小のＣＡＴＶ事業者が（おそらく赤字で）サービスを提供しているなか

で大規模事業者が後から入ってきたために、２社エリアになって、交付金が受け取れない

という問題だとうかがったのですが、全国展開している大規模事業者が２社目として参入

したために、本来もらうべき赤字である地元のＣＡＴＶ事業者が撤退を余儀なくされて結

果として交付金を受け取れなくなるとすると、同一エリア内の大規模事業者の進出による

中小事業者の撤退強制とも考えられ、これは単に競争の結果だとして割り切れる問題では

ないとも思いましたが、質問としては、こういった実態があるということでしょうか。以

上でございます。 
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【大橋座長】  ありがとうございます。大谷構成員、お願いいたします。 

【大谷構成員】  ありがとうございます。日本総研の大谷です。２つ質問をさせてくだ

さい。１つは、ＮＴＴの資料の後ろの方で、インターネットトラヒック流通効率化検討協

議会の推進というところの具体的なアイデアをいただいているのですけれども、この検討

協議会では総トラフィック数の定点観測をされているものだと理解しておりまして、実際

の実効速度の向上とか名目速度と実効速度の乖離といったものについてどのような役割を

果たしているのかちょっとイメージが湧かないところがあります。この推進を支援すると

いうようなことがどういう品質の向上につながっていくのかについて教えていただければ

と思います。 

 それからもう一つ、ＣＡＴＶ連盟の御説明について、いただいた資料の７ページぐらい

だったと思うのですが、事業者にとって初期整備費と維持費を切り離して検討することが

できないという御指摘をいただいているところでして、ここがきちんと分離できないと、

これからの支援の仕組み、交付金などの設計についても難しくなってくるだろうと考えて

おりまして、具体的に切り離せないと言っている理由とか背景などについて、もう少し細

かく教えていただければと思っております。 

 それ以外に、先に発言された各先生のおっしゃる点についてはほぼ同感でございまして、

ひとまず質問だけよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

【大橋座長】  ありがとうございます。それでは、三友構成員、お願いできますでしょ

うか。 

【三友構成員】  ありがとうございます。６者様から大変様々な御意見をいただきまし

て、私も大変参考になりました。意見を聞く限りにおいては、非常に大きな隔たりがある

なというのが正直な感想でありまして、６者６様の御意見があろうと思っております。 

 極論をしてしまうと、要は、ブロードバンドユニバーサルサービスを、ＮＴＴというこ

とになると思いますけれども、全国事業者、特に適格電気通信事業者と呼ばれる割と大き

い企業に任せるのか、それとも、地域の事業者も残すのかという、非常に極端な言い方で

すけれども、そういう選択にもなるのではないかなと思っております。 

 他方で、やはり地域からはかなり切実な声が上がっているのも事実でありまして、特に

ＪＡＩＰＡからの御発表にあるように、地域の実情を見ると大変厳しいものがある。私自

身も地域情報化アドバイザーとして地域に行くにつけ、それは実感として感じるところで

もあります。 
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 私からの質問は、特に最後の２者、ＣＡＴＶ連盟と、ＪＡＩＰＡにお伺いしたいのです

が、今、私が最初に申し上げた、ＮＴＴに任せるのか、それか、地域事業者を当然残すと

いうのはあれですけれども、ユニバーサルサービスというものをＮＴＴに任せていいのか

どうか、その辺の意見をお伺いしたい。 

 それから、なかなか合意に至るのは難しいと思いますが、現在一番切実なのは、地域の

ＩＲＵで事業を営んでいる方たち、あるいは公設公営の方たちだと思うのですが、このユ

ニバーサルサービスの議論と切り離して、この方たちだけを取りあえず補助するスキーム

があったらどうだろうかというのが私の提案でもありますが、そういうものについてどの

ようにお考えになっているかお伺いしたいと思います。以上でございます。 

【大橋座長】  ありがとうございます。それでは、岡田構成員、お願いいたします。 

【岡田構成員】  私の質問は、交付金の負担金の算定基準についてです。各者さんの御

回答、大変ありがとうございました。事情がよく見えてきたのですが、収益の基準はおお

むね反対されている事業者が多いと認識いたしました。どちらかといえば契約数を基準と

すべきという御趣旨の回答が多かったように思うのですが、若干ばらつきがあるように感

じたのは、例えばＫＤＤＩはエンドユーザでカウントすれば、契約者数でカウントは可能

という趣旨の御回答をされており、ソフトバンクは契約者数とエンドユーザ数は基本的に

一致するという御回答だっただと思うのですが、一致しないという趣旨の回答がＮＴＴ、

オプテージ、ケーブルテレビ連盟からされており、若干そこで回答にばらつきがあるので

すが、その辺の事情が把握し切れないところがありました。 

 例えばＮＴＴの回答ですと、12ページで、契約数とエンドユーザの数が一致しない場合

があるため、事業者間の負担の公平性が確保できないおそれがあるという御指摘がありま

した。この辺の回答のばらつきをどのように理解すればいいのかということを、どなたに

という質問ではないのですが、回答していただける事業者がいましたら、教えていただけ

ればと思いました。以上です。 

【大橋座長】  ありがとうございます。最後に、藤井構成員、お願いいたします。 

【藤井構成員】  ありがとうございます。今日の御説明、いろいろな事業者から聞きま

したが、私が気になっているのは名目速度のところです。前回事務局からは、10Ｍｂｐｓ

という基準を設けたらどうかという話があったと思いますが、今日の発表を聞いていると、

ユーザが希望して速度を下げているケースがあった気がしますが、逆に技術的な名目速度

を考えたときに、例えば100Ｍｂｐｓという基準に引き上げたときに問題になることがあ
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るのかどうかということが気になりました。ケーブルテレビ連盟が一番関係あるのかと思

うのですが、この10Ｍｂｐｓとか30Ｍｂｐｓとか、さらにその上というので基準を決める

ことに対してどういう問題が出てきそうかというところを教えていただければと思います。

以上でございます。 

【大橋座長】  ありがとうございます。それでは、各構成員の方々から御質問、御意見

を頂戴しましたので、よろしければ、事業者の方々、順に御回答いただければと思います。

恐らく全ての事業者に対して御質問出ていたのではないかと思いますので、御説明の順番

で、まずＮＴＴからお願いしてもよろしいでしょうか。 

【日本電信電話】  それでは、回答させていただきます。我々には、大谷先生から、Ｃ

ＯＮＥＣＴの役割と我々が７ページで書いているその取組みの推進がユーザのブロードバ

ンドの品質改善にどうつながっていくのかという関係性を御質問いただいたと思います。 

 おっしゃるとおり、ＣＯＮＥＣＴの役割として、トラフィックの可視化、品質測定、災

害対策、ローカル配信、こういったことが取組みテーマとして取り上げられておりますが、

元々、関係事業者で総務省も含めて、この協議会を立ち上げた際の設立目的は、通信量の

増加によるインターネット回線への負荷を解消するための技術的な対応策などについて、

関係する事業者みんなで解決していこうという趣旨で立ち上げられた協議会だったと認識

しております。 

 従って、様々なユーザへの啓蒙活動であったり、ヘビーなトラフィックをＯＴＴプレイ

ヤーが入れてきたりするタイミングの調整として、例えば、比較的ネットワークが空いて

いるときに、ゲームのソフトウェアのアップデートや、マイクロソフト等のソフトウェア

のアップデートを行ってもらえるようにするなど、様々な調整を行うことによって、お客

様の通信の快適さを維持するため、関係者が全員で解決していこうという営みだというこ

となので、こういう座組の中で幅広に、お互いに足を引っ張るのではなくて、みんなで物

事を解決していくという姿勢で取り組むことが必要だということで記載させていただきま

した。以上です。 

【大橋座長】  相田構成員からも御質問があったのではないかと思っています。速度が

低いものについて、全国的に見てみたときに地域性の偏りがあるのかどうかという御質問

じゃないかと思います。 

【日本電信電話】  承知いたしました。データで10Ｍｂｐｓを切っているお客様がどう

いう属性かということですが、これはお客様の希望でエントリーいただいて、アプリを落
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としてもらい、実際に測定した結果です。これが同じユーザのデータが何回も出ているか

どうかはデータを持ち合わせていませんが、例えば、10Ｍｂｐｓを切る原因の１つとして

は、お客様側の端末の問題や、あるいは端末と通信機器をつないでいるケーブルが非常に

古いＬＡＮのケーブルであり、宅内で最高10Ｍｂｐｓ以上出ないような場合もあります。

あるいは、Ｗｉ－Ｆｉの利用環境によっては、速度があまり出ない場合もあり、結局、ユ

ーザ宅の環境が原因なのか、ネットワークが原因なのか、あるいは、ネットワーク区間で

あるとして、ＩＳＰ区間なのか、お客様が頻繁に見に行っているサーバー側の課題なのか、

そういうことを一つ一つ見ていかないと、恐らく適切な判断はできないと思います。 

 いずれにしても、我々のほうでは、このサンプルの測定データのお客様について、どう

いう状況だったか、あるいは、こういう状況をどのように改善しましょうかということに

ついて、今回お客様にアプローチするような対応もしておりませんので、今以上の話は分

からないのですけれども、先ほど申し上げたような様々な要因が想定できます。恐らくと

いうことになりますが、固定通信について、ネットワーク側の状況が原因となって、この

ような低品質が続くことになるとは少し考えにくいのではないかと思っております。以上

です。 

【大橋座長】  ありがとうございます。それでは、ＫＤＤＩからお願いできますでしょ

うか。 

【ＫＤＤＩ】  ＫＤＤＩでございます。私どもは林先生からいただいた御質問であると

理解しております。つまり、弊社の資料の中のスライド２で、ラストリゾート義務といっ

た形でＮＴＴ東西が負うべきではないかという弊社の考え方に対して、先生からいただい

た御質問は、海外でブロードバンドについてラストリゾート義務を課している例があるか

どうかという御質問だと理解しております。御質問ありがとうございます。 

 弊社が海外の事情を調べた範囲で大いに参考になると思われるのが、英国及び韓国でご

ざいます。特に英国のＢＴ、それから、韓国のＫＴ、いわゆる既存事業者という形ですが、

こちらはラストリゾート義務かどうかという考え方かどうかは別としまして、まず撤退す

る義務が明確に規定されているかどうかという点では、明示的に記述があるというわけで

はないというのが正直なところです。 

 ただし、どちらのケースも、お客様から求められれば、現在整備されていない場所であ

っても、整備、提供する義務を負っているというのが英国のＢＴ、韓国のＫＴであるとい

うふうに理解しております。つまり、それがラストリゾート義務なのかどうかは別として、
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お客様が求められた場合には提供する義務を負うということは、これは実質的にあまねく

提供義務があるというふうに一応弊社としては解釈しておりますし、これは撤退していい

のかと言われると、お客様が提供を望んでいる以上は提供義務がありますので、これはラ

ストリゾートの義務を負っているのではないかというふうに解釈できると考えております。

以上でございます。 

【大橋座長】  ありがとうございます。それでは、ソフトバンクからお願いできますで

しょうか。 

【ソフトバンク】  ソフトバンクです。特段、当社宛てに御指名はなかったという認識

ですけれども、２つ、三友先生からの、１者に任せることについてどう考えるかという御

質問と、あと、岡田先生からの、契約者数とユーザ数のぶれに関することについて弊社か

ら見解を述べさせていただきます。 

 まず１者に任せることについてですが、弊社の資料11－４の９ページ目を御覧いただき

たいのですけれども、やはりユニバーサルサービス制度というのは競争を補完するもので

ございますので、できるだけ競争を促進して、それによってサービスの様々な質や料金の

低廉化を図るということを第１に考えるべきだと考えております。 

 ただ、これは私どもの携帯電話のサービスもそうですが、やはり依存しているものがあ

り、特にＮＴＴ東西が中心になって引かれている光アクセスがないと、我々携帯事業者も

なかなかビジネスができないですし、そのほかの様々な、有線、無線問わずサービスは光

ファイバのアクセスに依存している部分があるかと思います。その意味でいいますと、基

幹となる光アクセス網を例えばＮＴＴ東西にある程度お願いをするということは意義があ

ると考えております。最終的にラストワンマイルを有線にするか、無線にするかというと

ころは、まさに技術中立性等の観点で様々競争もありますし、その中でサービスの品質、

料金の様々な向上、低廉化というところが期待できますので、まずは基幹となるアクセス

網というところを１者に頑張ってもらうということは意義があるのではないかと考えてお

ります。 

 次に、岡田先生からの契約者数のぶれに関する御質問ですが、こちらにつきましては、

まずは実態を確認するのがよいと考えております。実態と申し上げますのは、私ども電気

通信事業者は、電気通信事業の報告規則に基づきまして、定期的に契約者数を報告してお

ります。現状、ＦＴＴＨ、ＡＤＳＬ、携帯もそうですが、そのような数字を定量的に報告

しておりますので、例えばその報告数をそのまま用いた場合にどういった問題が生じるの
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かというところをまずは整理するのが有効と考えております。弊社からは以上です。 

【大橋座長】  ありがとうございました。次に、オプテージからお願いできますでしょ

うか。 

【オプテージ】  オプテージの篠原でございます。弊社に関する質問としましては、岡

田先生から頂戴しました、交付金の負担金算定に関する部分かなと思います。ユーザ数と

契約者数が一致していないところはどの部分かというところで、ここについては、繰り返

しになって恐縮な部分はございますけれども、算定の方法としては契約者数で行うのがや

はり現実的と考えています。弊社の場合は、ただ、契約者数とエンドユーザ数が違うとい

うのはやはりございます。それは、例えば集合住宅向けのサービス等で、マンションまで

はファイバを直接入線しているのですけれども、そこから管理会社がＷｉ－Ｆｉの機器な

どを設置して入居者へサービスをされているという場合がございます。その場合は私ども

のほうで実際の利用者の数とかを把握できないという状況でございますので、そこをどう

考えるかという課題はあると認識してございます。弊社からの御回答は以上でございます。 

【大橋座長】  ありがとうございます。それでは、日本ケーブルテレビ連盟、いかがで

しょうか。 

【日本ケーブルテレビ連盟】  まず皆様、いろいろ御質問いただいて、本当にありがと

うございます。まず林先生のおっしゃっていた件ですが、地域の事業者が頑張ってきたと

ころに後からＮＴＴが参入してくるということがあるのかということですけれども、現実

に弊社が愛媛ＣＡＴＶとして体験したところが最近もあります。 

 １つは、山間部の山のほうの町でございまして、山間へき地で非常に広い土地で戸数も

少ないところなのですけれども、ブロードバンドがないので何とかしてくれということで、

県や町から相当強く、愛媛ＣＡＴＶから提供してくれないかと要望されていました。それ

はなぜかというと、ＮＴＴをはじめほかの電気通信事業者にお願いしたけど、提供できな

いと言われたと。 

 弊社は県の第三セクターでもありますので、何とかできないかということで、一生懸命

自助努力で、特に予算・補助金は引っ張らなかったのですが、他の様々なことを抱き合わ

せて、何とかそこで開局しました。しかも町全体はできないので、町の中心部だけに提供

していたのですが、ここにきて、去年おととしですか、ＮＴＴが急に町全体に提供します

ということを言われ出して、急にそういう動きがあって、私どもも、中心部は提供しない

のかと思ったら、中心部も含め全部提供しますということでかぶせてきたわけです。 
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 我々としては、１者提供していたところで、実を言うと、周辺部の中心部じゃないとこ

ろについては、例えば無線の仕組みを使ったＦＷＡのブロードバンドができますよという

ことも提案をしていたのですが、ＮＴＴが光ファイバを引きますということで急に参入し

てこられたと。その意味でいうと２者競合になるので、ユニバーサルサービスということ

では該当しない状況になるのではないかと思いますし、そこも非常に我々としては大変な

思いをしながらやって、せっかく提供していたのにそういうふうにかぶせてこられている

というのが１つあります。 

 これは何とか今のところ維持はしているのですが、もう一つ非常に維持が難しいなと思

っているのが、瀬戸内海のとある島、島嶼部で幾つか島があるのですけれども、そこの島

のエリアをやるときも、愛媛ＣＡＴＶに、要するに、ＮＴＴも提供できません、他の電気

通信事業者も提供できませんということで、その当時の市長から強く要望されて、合併に

合わせてとにかくブロードバンドを引かないといけないということで、弊社が、市のイン

トラ、イントラといっても無線を使った細い線ですが、イントラを使って、弊社が島の点

在する家に全部何か引くということになると、かなりの利用料を頂かないとできなくなり

ますので、その点、端末を、お客様とのアクセスをＷｉ－Ｆｉを使って接続するというや

り方でのブロードバンド提供をさせていただいていました。 

 ところがここに来て、またＮＴＴが、今度は、うちは海底ケーブル引くから展開するよ

ということで、弊社が今までやってきた、僅か180世帯ぐらいのところですけれども、実を

言うと、そこに、我々今、保守料、保守といいますかね、止まっただとか、Ｗｉ－Ｆｉの

ＡＰがおかしいとかいったときに、島へわざわざ船を出して行かないといけないので、本

当にサポート訪問業務で月に20万円ぐらいかかっている。要するに、完全に赤字の状況の

中でやらせていただいているのですけれども、後でＮＴＴが参入してこられて、これで我々

このまま続けられるかというふうな状況になっているのが、もう本当に現実のところがご

ざいます。 

 それから、大谷先生がおっしゃっていた、維持費と設備費という、その部分ですが、我々

はやはりイニシャルコストといっても、例えば補助金で全部それが作れるのだったら良い

のですが、我々もそうはいっても償却をしていかないといけない。要するに、１つの設備

を打った後、何年かでこれを償却して設備費として落としていかないと、それで運用費等

含めて回していかないと、事業として回っていかないわけですね。そして、それがあると

き、設備がもう期限が来ました、そろそろ設備更新しないといけませんといったときに、
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イニシャルコストを考えずに運用費だけでということでは、とてもじゃないけど次の設備

更新が難しいということになってしまうということで、そういった部分は、我々が自前で

やる部分については補助金なしでやっている、回っている部分については、なかなか償却

の部分を保守・運用のところに混ぜ込んで考えていかないと事業として成り立っていかな

いという部分がございます。 

 それから、藤井先生の、全体の規律を10Ｍｂｐｓ、30Ｍｂｐｓから100Ｍｂｐｓとかにで

きないのかという話ですけれども、一言で申し上げますと、皆さんが速度を求めているわ

けではないというところをやはりお考えいただきたい。私ども申し上げましたけれども、

100Ｍｂｐｓじゃなくて、本当に数Ｍｂｐｓでも十分自分たちの成り立ちができている、や

りたいことができているというユーザは一定数います。 

 それと、実を言うと、私どもも今ちょうど光ファイバのマイグレーションで15Ｍｂｐｓ

から100Ｍｂｐｓのコースに変えませんかと言っても、「いやいや、何で100Ｍｂｐｓも要る

んや。15Ｍｂｐｓあったら十分じゃないか」と言っているお客様も多くいらっしゃいます。

私どもとしてもマイグレーションで非常に苦労している程、少しでも安いほうがよくて、

本当に15Ｍｂｐｓあれば大抵のことはできるよねとおっしゃるお客様はかなりいらっしゃ

います。自分に必要なサービスを把握されているお客様は、１Ｇｂｐｓなどの言葉に惑わ

されないということです。 

 それから、もう一つ言いますと、10Ｍｂｐｓ、30Ｍｂｐｓよりも小さなブロードバンド

のエリアはないと申し上げましたけれども、これ、一部の事業者の取りまとめですので、

四国などでも、細かく言うと、小さなところで、例えば自治体の運営している小さなケー

ブル局の中には、本当に1.5Ｍｂｐｓなどの、とにかくぎりぎりの数値のインターネットし

かやってないようなところも恐らく、まだあるというところもご認識いただきたいと思い

ます。 

 そういったことで、とにかく速度を上げるということが必ずしも今の地方のユーザの全

ての意見ではない。要するに、少しでも安いほうがいいというユーザの皆さんが結構地方

にはいらっしゃるということは御認識いただきたいと思います。 

 それから、三友先生からの御質問については、連盟の事務局のほうからお答えさせてい

ただきます。お願いします。 

【日本ケーブルテレビ連盟】  連盟事務局でございます。三友先生からは２つ質問があ

ったと理解しております。 
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 まず、全国事業者に任せるのか、地域の事業者も残すのかの選択で、ＮＴＴに任せてい

いのかとのご質問についてです。我々ケーブルテレビ事業者、業界としましては、自分た

ちのサービスを提供しているエリアに関しては、地域に密着してニーズに応えるように真

摯にサービス提供しており、例えばコロナ禍であっても、地域住民に向き合って、入学式

や成人式などのイベント、あるいは商店街、そういうところもネットの力を活用しながら

要望に応えるような取組みもしております。そういう中で、自分たちのサービスを提供し

ているエリアに関してはその責務を全うしたいと考えています。提供しているエリアを超

えて、周辺の新規エリアを展開するのは厳しい場合もあるかもしれませんが、自分たちの

エリアのところは任せていただきたいと考えております。 

 もう一点、地域のＩＲＵの存続で困っている自治体や事業者が結構あり、ユニバ－サル

サービス制度と切り離して補助金等を考えたほうがいいかについてです。我々としては、

そういう補助をしていただけるなら、現実に困っているところがありますので支援いただ

ければと思います。 

 「公設光ファイバケーブル及び関連設備の民間移行に関するガイドライン」を策定いた

だきましたが、それを契機に、ケーブル事業者も民間として譲り受けようと考えたが、採

算が合わない等で実施できなかったという話も聞いております。また、ケーブルテレビ事

業者は、１つの光ファイバで通信と放送を同時に提供している場合があり、放送の方は今

回のユニバ－サルサービスの対象とならないので残念に思っている事業者も多いところで

す。ユニバーサルサービス制度について、本日も多くの御意見が出ており、短期間で制度

化さされるわけではないと理解しております。このため、補助金の制度等を活用いただき、

サービス維持や民間移行に困っている自治体や事業者等を早期に支援いただいきたいと考

えます。以上です。 

【大橋座長】  ありがとうございます。それでは、ＪＡＩＰＡからいかがでしょうか。 

【日本インターネットプロバイダー協会】  ありがとうございます。先ほど宮内社長か

らあった、後から大手が参入して来ることについてですが、これは四国に限ったことでは

なく、北海道から沖縄まで、特にＡＤＳＬ等のインターネット普及期には、事業者が参入

してこないところでやっと民間で提供し始めたら、ＮＴＴはじめキャリアが参入してきた

というのは日本中で起こっていたことです。それが今は逆で、誰が一抜けるかと。最初に

抜けて、最後誰が貧乏くじを引くかという競争にもなっているのではないかと思います。

それが多分実態でして、そこをどう救うかということを考えないと、先ほど申しましたよ



 -36- 

うに、やはり同じような現象で、デジタルデバイド地域が増えると思います。 

 三友先生のお話あったように、ＮＴＴに任せるかどうかという話ですが、前回はＩＲＵ

の問題があると。ＩＲＵで工事が数か月止まってしまう、受付が数か月止まってしまうこ

とがあるという話をさせていただきましたけれども、これは都会に住んでいる人には無理

もないことですが、やはり会社がそこにないと、そこの危機感は多分分からないと思いま

す。無理だと思います。これ、日本中で起きています。 

 そうなると、地元にいて怒鳴り込んでこられるようなところだと、やはり事業者は一生

懸命考えますけれども、東京、大阪に本社があって、かかってきても電話だし、それもコ

ールセンターで受ける、本社には絶対電話がかかってこないところだと、これは動かない

のが当たり前だと思います。従って、ＮＴＴ東西に限らずですけれども、東京、大阪に本

社がある事業者に田舎の何かをさせるというのは、私は基本的に無理だと思います。恐ら

くマスコミにも出ませんから、聞くことなく終わってしまうと思いますけれども、それで

いいのかというのは国の問題としてあるかなと思います。 

 そういう意味で、それから、ＩＲＵで現在提供しているところに関しても困っていると

ころが多いので、これは制度的にどう分けるかという細かい部分はありますが、ＩＲＵで

提供しているところだけとかいう、今後ＩＲＵで提供せざるを得ないところも増える可能

性もあると思いますので、そこはそれぞれの場合分けをして細かく精査して、いずれにし

ろ何とか全体を救えるような仕組みにしないと難しいのかなと思います。 

 それと、藤井先生がおっしゃった、名目速度100Ｍｂｐｓに上げたらどうかという話で、

回線速度の問題と、ネットに実際接続するサービス接続速度の問題があって、ケーブルテ

レビは実際100Ｍｂｐｓ出ても、先ほど宮内社長からお話あったように、10Ｍｂｐｓとか15

Ｍｂｐｓとか細かく刻むことができます。お客様によっては実際出そうと思えば100Ｍｂ

ｐｓ出るのだけど、そこまでは要らないから小さいのでいいよという話もある。 

 それからもう一つは、最初のプレゼンで申し上げたように、トランジットコストが田舎

は非常に高い。そうすると、お客さんに100Ｍｂｐｓ提供したくても、100Ｍｂｐｓで月100

万とか言われると当然無理ですから、そこは事業者として、上流接続100Ｍｂｐｓしかない

のを、お客様に100Ｍｂｐｓ提供しますというのは言えないというところでやってないと

いうところが多いので、ここは品質測定の話とも相当関わってきますが、実際には回線速

度としては出るのだけども出さないとか、あるいは、お客様側の要望で出さないというふ

うなところとはちょっと切り分けて考える必要性があるかなと思います。以上です。あり
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がとうございました。 

【大橋座長】  ありがとうございます。そろそろ実はお時間がいっぱいになってきてし

まったのですが、もしどうしても追加で御質問、御意見あれば、これはオブザーバの方も

含めて受けられればと思いますけれども、いかがでしょうか。大丈夫ですか。 

 追加で御意見、御質問ある場合、本日指摘できなくてある場合、後ほど事務局から照会

のメールを送らせていただきますので、そこで御提出いただくということで、事業者の皆

様方には大変恐縮ですけれども、もし差し支えないようでしたら、御質問まとめたものを

また別途文書下で御回答いただければと思いますけれども、そうした段取りで構わないで

しょうか、 

 よろしいですか。特段御異論なかったということで、そのような形で事務局のほうも進

めていただければと思います。ありがとうございます。 

 それでは、本日大変お忙しいところ、構成員の皆様はじめありがとうございました。 

 事務局より、今後の御予定について御説明のほうお願いいたします。 

【甚田事業政策課課長補佐】  事務局でございます。次回会合の内容及び日時等につき

ましては、別途御連絡させていただきます。以上よろしくお願いいたします。 

【大橋座長】  それでは、本日６者の皆様方、大変丁寧な御説明、また、御回答ありが

とうございました。本日は以上にて閉会とさせていただきます。お忙しいところ、ありが

とうございました。 

以上 

 


